
 

 

令和８年３月19日 提出 

 

 

 

令和８年安曇野市議会 

３月定例会 追加提出議案 

 

 

 

 

安曇野市 



報告第３号 

 

地方自治法第 180 条の規定による専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、別紙専決処分

書のとおり処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

令和８年３月 19 日 提出 

 

 

安曇野市長  中山 栄樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

 

専 決 処 分 書 

 

安曇野市穂高9181番地安曇野市穂高健康支援センター駐車場内における公用車事

故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和22年法律第

67号）第180条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。  

 

令和８年２月 13 日 

 

安曇野市長  中山 栄樹 

 

１ 和解の相手方 

  住所 安曇野市■■■■■▮▮▮■■▮ 

  氏名 ■■ ■■■ 

 

２ 事故の概要 

令和８年１月 14 日（水）午後３時、安曇野市穂高健康支援センター駐車場内に

て、公用車を後退で駐車する際に駐車中の相手方車両に接触し損傷させた。 

 

３ 和解の内容 

本件事故の原因は、公用車運転者の不注意によるものであるため、安曇野市の過

失を 100％とする。 

よって、安曇野市は上記１の相手方に対し、損害賠償金として 201,960 円を支払

う。 

なお、本件事故に関し、安曇野市及び相手方との間には、損害賠償金以外に何ら

の債権債務がないことを相互に確認する。 

 



報告第４号 

 

地方自治法第 180 条の規定による専決処分の報告について 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、別紙専決処分

書のとおり処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

 

  令和８年３月 19 日 提出 

 

 

安曇野市長  中山 栄樹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(別紙) 

 

専 決 処 分 書 

 

 松本市安曇 600 番地 1 における公用車事故に係る和解及び損害賠償の額を定めるこ

とについて、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号) 第 180 条第 1 項の規定により、次

のとおり専決処分する。 

 

 

令和８年２月 20 日 

 

安曇野市長  中山 栄樹 

 

１ 和解の相手方 

 住所 松本市■■▮▮▮■■▮ 

 氏名 ■■ ■■ 

 

２ 事故の概要 

  令和７年 10 月２日（木）午後２時５分頃、公民館講座下見の帰路途中に運転操

作を誤り対向車線へ侵入し、公用車両は歩道縁石をまたぎ倉庫用電気引込み鉄柱

に接触した単独事故によるもの。 

 

３ 和解の内容 

  本件事故の原因は、公用車運転者の不注意であるため、安曇野市の過失を 100％

とする。 

よって、安曇野市は上記１の相手方に対し、損害賠償金として 297,699 円を支払

う。 

なお、本件事故に関し、安曇野市及び相手方との間には、損害賠償金以外に何

らの債権債務がないことを相互に確認する。 



議案第42号 

 

安曇野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

安曇野市消防団員等公務災害補償条例（平成17年安曇野市条例第219号）の一部を次の

ように改正する。 

第５条第２項第２号中「9,700円」を「１万円」に改め、同号ただし書中「14,500円」

を「１万5,000円」に改め、同条第３項中「100円」を「433円」に改め、「、第２号に該

当する扶養親族については１人につき383円を」を削り、「第３号から第６号」を「第２

号から第５号」に改め、同項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第６号ま

でを１号ずつ繰り上げる。 

附則第５条第２項の表中「0.86」を「0.88」に、「0.91（第１級又は第２級」を「0.92

（第１級」に、「0.90」を「0.91」に改め、同条第５項の表中「0.86」を「0.88」に改め

る。 

別表中「 12,900」を「 13,340」に、「 13,700」を「 14,170」に、「 14,500」を

「15,000」に、「11,300」を「11,670」に、「12,100」を「12,500」に、「9,700」を

「10,000」に、「10,500」を「10,840」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第５条第２項及び第５項

の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の安曇野市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び第３

項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた安曇野市消

防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」とい

う。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る同条例第４条第３

号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条第６号アに

規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に

支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき

事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。 

 

 

令和８年３月19日 提出 

 

 

安曇野市長  中山 栄樹 



議案第43号 

 

安曇野市介護保険条例の一部を改正する条例 

安曇野市介護保険条例（平成17年安曇野市条例第138号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項第６号ア中「この項において」を削る。 

附則に次の６項を加える。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例） 

11 第１号被保険者（令和８年度分の保険料の賦課期日において市に住所を有しない者を

除き、令和８年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において市に住所を

有する者（同法第294条第３項の規定により市の住民基本台帳に記録されている者とみ

なされた者を含む。）に限る。次項から附則第14項までにおいて同じ。）のうち、令和

７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年中の給与等（所得税法（昭和40

年法律第33号）第28条第１項に規定する給与等をいう。以下同じ。）の収入金額が55万

1,000円以上65万1,000円未満である者に限る。）の令和８年度における保険料率の算定

についての第２条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、第９号ア、第10号ア、第11

号ア、第12号ア及び第13号アに係る部分に限る。）の規定の適用については、同項第６

号ア中「合計所得金額をいい」とあるのは「合計所得金額をいい、当該合計所得金額に

所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給与所得が含まれている場合

には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定によって計算した金額に令和

７年中の同条第１項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加えた

額によるものとし」とする。 

12 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年

中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満である者に限る。）の令和

８年度における保険料率の算定についての第２条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号

ア、第９号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア及び第13号アに係る部分に限る。）の規

定の適用については、同項第６号ア中「合計所得金額をいい」とあるのは「合計所得金

額をいい、当該合計所得金額に所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定す

る給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規

定によって計算した金額に10万円を加えた額によるものとし」とする。 

13 第１号被保険者のうち、令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（同年

中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満である者に限る。）の令和８年

度における保険料率の算定についての第２条第１項（第６号ア、第７号ア、第８号ア、

第９号ア、第10号ア、第11号ア、第12号ア及び第13号アに係る部分に限る。）の規定の

適用については、同項第６号ア中「合計所得金額をいい」とあるのは「合計所得金額を

いい、当該合計所得金額に所得税法（昭和40年法律第33号）第28条第１項に規定する給

与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第２項の規定に



よって計算した金額に65万円から令和７年給与所得控除額（令和７年中の同条第１項に

規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する

法律（令和７年法律第13号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５の給与等の

金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額

を控除して得た額をいう。）を控除して得た額を加えた額によるものとし」とする。 

（令和８年度の保険料率の算定に関する基準の特例） 

14 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第２条第１項の規定

の適用については、当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうち

に、第１号に掲げる者に該当し、かつ、第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当

する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税

が課されている者とみなす。 

(１) 令和７年の合計所得金額に給与所得が含まれている者（令和８年度分の保険料の

賦課期日において市に住所を有しない者を除く。）であって、令和８年度分の地方税

法の規定による市町村民税の賦課期日において市に住所を有するもの（同法第294条

第３項の規定により市の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。） 

(２) 地方税法第295条第１項第２号に掲げる者に該当し、かつ、令和８年度分の同法

の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場

合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、

135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額

から55万円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、か

つ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、

135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与

等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律（令和

７年法律第13号）第１条の規定による改正前の所得税法別表第５（以下「別表第

５」という。）の給与等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別

表第５の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下で

ある場合 

(３) 地方税法第295条第１項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和８年度分の同法

の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場

合のいずれかに該当するもの 

ア 令和７年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、

安曇野市税条例（平成17年安曇野市条例第81号。以下「税条例」という。）第24条

第２項に定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等



の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合 

イ 令和７年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、か

つ、税条例第24条第２項に定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が

10万円以下である場合 

ウ 令和７年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、

税条例第24条第２項に定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65

万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第５の給与

等の金額として、別表第５により当該金額に応じて求めた別表第５の給与所得控除

後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合 

15 第１号被保険者の令和８年度における保険料率の算定についての第２条第１項の規定

の適用については、当該第１号被保険者が前項第１号に掲げる者に該当し、かつ、同項

第２号又は第３号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第１号被保険者は、同

年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。 

（令和８年度分の保険料の減免の特例） 

16 市長は、第11条第１項及び第２項の規定にかかわらず、令和７年度分の地方税法の規

定による市町村民税が課されていない者であった第１号被保険者又はその属する世帯の

世帯主及び全ての世帯員について、附則第14項又は前項の規定により令和８年度分の地

方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなされた者の状況を勘案して特に

必要があると認める者に対し、当該者の申請によらずに令和８年度分の保険料を減免す

ることができる。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

令和８年３月19日 提出 

 

 

安曇野市長  中山 栄樹 



議案第44号 

 

安曇野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

安曇野市国民健康保険税条例（平成17年安曇野市条例第137号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第１項第１号中「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「介護納付金」

という。）」の次に「及び子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）の規定による子

ども・子育て支援納付金（第４号において「子ども・子育て支援納付金」という。）」を

加え、同項に次の１号を加える。 

(４) 子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用（県の国民健康保険に関する特別会計において負担する子

ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための

国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条第３項中「属する」の次に「国民健康保険の」を加え、同条第４項中「及び被保

険者均等割額並びに」を「並びに被保険者均等割額及び」に改め、同条に次の１項を加え

る。 

５ 第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに

被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者

（地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第703条の４第30項に規定す

る18歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した18歳以上被保険者均等割額を

加算した額とする。 

第３条第１項中「地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）」を「法」

に改める。 

第４条中「被保険者均等割額は」を「被保険者均等割額は、」に改める。 

第５条中「世帯別平等割額は、次」の次に「の各号」を加え、同条第１号中「第５条の

４」の次に「、第７条の６」を加える。 

第６条中「100分の2.20」を「100分の2.2」に改める。 

第７条の２の次に次の４条を加える。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第７条の３ 第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の0.3を乗じ

て算定する。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割

額） 

第７条の４ 第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について900円とする。 

（18歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の18歳以上被保険者均等割

額） 



第７条の５ 第２条第５項の18歳以上被保険者均等割額は、18歳以上被保険者１人につい

て100円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額） 

第７条の６ 第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,000円 

(２) 特定世帯 500円 

(３) 特定継続世帯 750円 

第19条第１項中「並びに同条第４項本文」を「、同条第４項本文」に改め、「場合には、

17万円）」の次に「並びに同条第５項の子ども・子育て支援納付金課税額からキ及びクに

掲げる額を減額して得た額」を加え、同項第１号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 630

円 

ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 700円 

(イ) 特定世帯 350円 

(ウ) 特定継続世帯 525円 

第19条第１項第２号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 450

円 

ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 500円 

(イ) 特定世帯 250円 

(ウ) 特定継続世帯 375円 

第19条第１項第３号に次のように加える。 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額 被保険者（第１条第２項に規定する世帯主を除く。） １人について 180

円 

ク 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割

額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額 

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 200円 

(イ) 特定世帯 100円 

(ウ) 特定継続世帯 150円 



第19条第２項に次の１号を加える。 

(３) 国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児１人について次に定める額 

ア 前項第１号キに規定する金額を減額した世帯 135円 

イ 前項第２号キに規定する金額を減額した世帯 225円 

ウ 前項第３号キに規定する金額を減額した世帯 360円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の世帯 450円 

第19条第３項に次の２号を加える。 

(７) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額 

当該出産被保険者につき第７条の３の規定により算定した所得割額の12分の１の額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

(８) 国民健康保険の出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 当該出産被保険者につき第７条の４の規定により算定した被保険者均等割

額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額 

第20条の２第２項中「を提出する場合には」を「の提出に当たり」に改め、「第19条第

３項に規定するものをいう。）」の次に「の提示を求められた場合には、これら」を加え

る。 

附則第９項、第10項及び第12項から第19項までの規定中「第６条」の次に「、第７条の

３」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第２条第３項及び第４項、第

４条、第５条各号列記以外の部分、第６条並びに第20条の２第２項の改正規定は、公布

の日のから施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の安曇野市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年

度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例による。 

 

 

令和８年３月19日 提出 

 

 

安曇野市長  中山 栄樹 



議案第 45 号 

 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

 

下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和 24 年法律

第 139 号）第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。 

 

 

記 

 

 

 住  所    安曇野市■■▮▮▮▮■■ 

   氏  名    福田 紀久子 

 

 

 

令和８年３月 19日 提出 

 

 

                        安曇野市長  中山 栄樹 



議案第 46号 

 

 

副市長の選任について 

 

下記の者を安曇野市副市長に選任したいから、地方自治法（昭和 22 年法律第 67

号）第 162 条の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

記 

 

 

住  所    安曇野市■■■■■▮▮▮▮■■ 

氏  名    渡辺 守 

            

 

 

令和８年３月 19日 提出 

 

 

                 安曇野市長  中山 栄樹  

 



議案第 47号 

 

 

教育長の任命について 

 

下記の者を教育長に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

（昭和 31年法律第 162 号）第４条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

 

記 

 

 

 住  所    安曇野市■■■■▮▮▮■■■ 

氏  名    橋渡 勝也 

 

 

 

 

令和８年３月 19日 提出 

 

 

                 安曇野市長  中山 栄樹  

 

 

 


